
事業者は、貸出時に、自転車の安全利用について、利用者に教育を行うことができる。
ウェブサイトやアプリケーション等の媒体を有することが多く、これらを活用し、貸出
前に的を絞った教育を行うことができる。

⑵ レンタサイクル・シェアサイクル事業者

特色

主な教育の対象

成人（外国人を含む。）

教育を行うときのポイント

・訪日外国人のほか、自転車を所有していない者やしばらく自転車に乗っていない者の利用も想
定されます。動画やアプリケーションを活用して、国籍や年齢を問わず幅広い者を対象とした
教育内容を心がけましょう。

・特に訪日外国人に対しては、自転車は車道の左側通行が原則、歩行者優先、事故時の消防・警
察への通報など基本的な交通ルールを説明しましょう。

・外国人利用者が自転車の通行場所や通行方法、信号機の意味、標識の種類など日本の交通ルー
ルを理解できるよう複数言語のリーフレット等を活用しましょう。

※p.54「成人」参照

「知識」の教育内容・教育方法の例

教育内容 自転車安全利用五則（特にヘルメット）

教育方法

（例）

・交通ルールが記載されたリーフレットの配布、ウェブサイトやアプリケーションを
通じた利用者への交通ルールの周知（例：ポップアップ通知による周知）

・貸出時における交通ルール理解度テストの実施や交通ルール学習動画の視聴
・貸出し拠点においてヘルメットを貸し出すとともに、貸出時に全ての年齢でヘルメ

ット着用が努力義務となっていること、ヘルメットを着用したときの被害軽減効果
について説明

教育内容 事故時の対応

教育方法

（例）

・交通事故発生時における119番・110番通報の説明（参照：p.44「 事故時の対
応について」）
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教育を行うときのポイント

・交通事故発生時の通報は法律で義務付けられており、補償を受けるためにも、その場で通報し、
立ち去らないことが重要であることを説明しましょう。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_all.pdf#page=57
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_all.pdf#page=47
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/portal/pdf/guide_all.pdf#page=47
P230001448
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教育を行うときのポイント

・自転車の貸出しのときだけでなく、自転車を利用している間にも交通ルールを意識できるよう、
車体やアプリケーション上のポップアップを活用して、「ながらスマホ禁止」や「飲酒運転禁
止」の注意喚起を行い、利用者の安全行動を促しましょう。

【事例】ウェブサイトでの外国語版交通ルールの周知
株式会社ドコモ・バイクシェアでは、外国人利用者に対して同社

ウェブサイト及びアプリケーションで英語版の自転車安全利用五則
を周知しています。

教育内容 「ながらスマホ」等の危険な行為の危険性の理解

教育方法

（例）

・画像を注視しながらの運転や、携帯電話を持って通話しながらの運転は、文字や動
画・会話に集中してしまい、注意力が散漫になって歩行者や車両を見落としたり、
片手運転になったりして、他者と衝突する危険性があり、重大な交通事故に発展す
る可能性があることを説明

「行動・態度」の教育内容・教育方法の例

教育内容 刑事・民事上の責任の理解

教育方法

（例）

・リーフレットやウェブサイト、アプリケーション等を通じて、利用者による交通違
反や交通事故の事例を示し、飲酒運転等の危険行為や交通事故に関する刑事・民事
上の責任について周知

【事例】シェアサイクル利用時のヘル
メット貸出し
石川県金沢市が実施主体となる金沢市公共

シェアサイクルでは、提携窓口において無料
でヘルメットを貸し出し事業を行っています。

P230001448
四角形
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